
「一般国道２号西条バイパス（下三永～八本松）」

八本松地区に係る設計説明会

令和７年９月
国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所

東広島市 都市交通部 都市計画課
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１．説明会の位置づけ・今後の予定

２．事業概要と整備効果・構造概要

３．環境の変化

４．問い合わせについて

本日の説明の流れ



2

１. 説明会の位置づけ・今後の予定
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②測量・地質等調査

基準点・地形
測量や地質調
査等を行いま
す。

③詳細構造の設計

調査結果を基に,切土法面
や橋梁,機能復旧等の詳細
構造を設計します。

④設計説明会

道路拡幅に関する

構造や機能復旧に

ついて関係者の皆様に説明
します。

⑤用地幅杭打設

地権者の方に
現地で用地幅
を確認して頂
きます。

⑥用地・物件調査

買収予定範囲
の用地測量や
補償物件を調
査します。

⑧売買・補償成立

契約調印の上,
登記事務と補
償金の支払い
をします。

⑨工事説明会・工事着手

関係者の皆様
に工事内容を
説明の上,工事
に着手します。

※今回（R7.9）①事業説明会
(調査立ち入り説明会)

事業概要、現地
調査のお願い等

※③の詳細構造の設計において、用地買収が必要となった場合は、⑤～⑧の手続きを経て⑨の工事着手となります。

⑦用地補償説明

地権者の方に
補償等の考え
方をご説明し
ます。

１．説明会の位置づけ・今後の予定

R5.10

現在
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２．事業概要と整備効果・構造概要
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２．一般国道２号 西条バイパス（下三永～八本松） 事業概要

•一般国道２号は、大阪府大阪市から福岡県北九州市へ至る延長約680kmの主要幹線道路です。

•西条バイパス(下三永～八本松)は、広島県東広島市に位置する延長約9.2kmの暫定2車線で供用している区間です。

山口県

岡山県

鳥取県

広島県

島根県

国道２号 西条バイパス

（下三永～八本松）

Ｎ

1

3

Ｅ２Ａ

Ｅ２

Ｅ７５

Ｅ５４

Ｅ２

Ｅ２Ａ

約9.2㎞

国道2号 西条バイパス

（下三永～八本松）

凡例

高規格道路

直轄国道

補助国道

該当区間

（開通済み）

（事業中）

（調査中）

（開通済み）

（事業中）

さいじょう しもみなが はちほんまつ

さいじょう

し も み な が はちほんまつ
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２．一般国道２号 西条バイパス（下三永～八本松） 事業概要

•西条バイパス(下三永～八本松)は、広島県東広島市西条町下三永から広島県東広島市八本松西を結び、交通の円滑
化、リダンダンシー（代替路）の確保、物流の効率化による地域経済活動支援等を目的とする延長約9.2km区間の４
車線化を行う事業です。

かみみなが
上三永IC

Ｅ２

さいじょう
西条IC

24,147台/日
20,162台/日

27,882台/日

18,457台/日

24,009台/日

道照交差点改良
(事業中)

は
ち
ほ
ん
ま
つ
に
し

八
本
松
西
Ｉ
Ｃ

至 山口県

至
岡
山
県

Ｎ

下図：地理院地図（電子国土Web）

広
島
県
東
広
島
市
八
本
松
西

は
ち
ほ
ん
ま
つ
に
し

(

終)

東広島市

し わ

志和IC
Ｅ７５

国道２号 西条バイパス（下三永～八本松）延長約9.2km

広島市

Ｅ２

東広島バイパス
R5.3.19開通

東
広
島
市
西
条
町
上
三
永

さ
い
じ
ょ
う

か
み
み
な
が

国道2号西条バイパス延長11.3km

H5.4供用（2/4）

延長 5.0km

S60.12供用（2/4）

延長 2.6km

H24.2供用（4/4）

延長2.1km

S63.3供用（2/4）

延長 0.9km

H14.12供用

（2/4）
延長 0.7km

広
島
県
東
広
島
市
西
条
町
下
三
永

さ
い
じ
ょ
う

し
も
み
な
が

(

起)

はちほんまつ

(仮称)八本松SIC

ど
う
し
ょ
う

道
照

み
な
が
し
ょ
う
が
っ
こ
う
い
り
ぐ
ち

三
永
小
学
校
入
口

に
か
ぐ
ち

仁
賀
口

し
も
み
な
が

下
三
永

わ
さ
ぎ

ひ
が
し

早
稲
木
（
東
）

わ
さ
ぎ

早
稲
木

か
み
み
な
が
に
し

上
三
永
西

か
み
み
な
が
ひ
が
し

上
三
永
東

み
ぞ
さ
こ

溝
迫

凡 例

対象区間

高速道路

一般国道

主要地方道

一般都道府県道

その他道路

橋梁構造

トンネル構造

交通量台/日

4車線 2車線

4車線2車線

市区町

交差点

交通量（Ｒ３全国道路
・街路交通情勢調査）

起終点
起点：東広島市西条町下三永
終点：東広島市八本松西

計画延長 L=約9.2km

事業着手 令和5年度

設計速度 80km/h（一部区間60km/h)

車線数 4車線

■ 標準断面図

■ 位置図

土工部 橋梁部

(単位：m)■ 計画概要

トンネル部

事業箇所

17,453台/日

ひ
が
し
ひ
ろ
し
ま
え
き
い
り
ぐ
ち

東
広
島
駅
入
口

み
そ
の
う

御
薗
宇

み
そ
の
う

御
薗
宇
ラ
ン
プ

し
た
み

下
見

ま
え
だ
に

前
谷

ご
う
お
う
だ
ん
き
ょ
う

２
号
横
断
橋

な
な
つ
い
け

七
ツ
池

東広島市役所 か
み
み
な
が

上
三
永

し
も
み
な
が
ひ
が
し

下
三
永
東

道の駅
「西条のん太の酒蔵」
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２．一般国道２号 西条バイパス（下三永～八本松） 事業概要

•現在２車線である国道２号西条バイパス（下三永～八本松）を４車線道路に整備します。

•西条バイパスの4車線化に伴い、早稲木(東)交差点を早稲木交差点に統合する計画です。
わ さ ぎ

■ 整備イメージ図

Ｎ

道の駅現 在
道照交差立体化事業中

道
照

ブ
ー
ル

バ
ー
ル

Ｒ
３
７
５

東広島
BP

至
広島市

至
三原市

早
稲
木

早
稲
木
東

下
三
永

三
永
小

学
校
入
口

下
三
永
東

上
三
永
西

上
三
永

仁
賀
口

東
広
島

駅
入
口

七
ツ
池

下
見

御
薗
宇

ラ
ン
プ八

本
松
西

イ
ン
タ
ー

御
薗
宇

中
央
中

学
校
入
口

前
谷 上

三
永
東

2
号

横
断
橋

八本松
高架橋

前谷第一
高架橋

番蔵
川橋

西条
高架橋

宗吉橋
黒瀬川

橋

下三永
高架橋

八本松
トンネル

下見
高架橋

御園宇
高架橋

前谷第二
高架橋

ブ
ー
ル

バ
ー
ル

Ｒ
３
７
５

東広島
BP

早
稲
木

下
三
永

三
永
小

学
校
入
口

下
三
永
東

上
三
永
東

上
三
永

仁
賀
口

道
照

下
見

八
本
松
西

イ
ン
タ
ー

中
央
中

学
校
入
口

前
谷

2
号

横
断
橋

上
三
永
西

東
広
島

駅
入
口

七
ツ
池

御
薗
宇

御
薗
宇

ラ
ン
プ

至
広島市

至
三原市

道の駅

八本松
高架橋

前谷第一
高架橋

番蔵
川橋

西条
高架橋

宗吉橋
黒瀬川

橋

下三永
高架橋

八本松
トンネル

下見
高架橋

御園宇
高架橋

前谷第二
高架橋

道照
高架橋

※現況の早稲木東交差点は廃止

全線拡幅（4車線） 国道２号西条バイパス（下三永～八本松） 延長L=9.2km
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•西条バイパスは、東広島市の中心市街地と隣接した幹線道路であり、生活交通と通過交通が混在し、交通混雑によ
る速度低下が発生しています。

•４車線化により車線数が増加することで、交通容量が確保され交通混雑の解消と所要時間の短縮が期待されます。

至

岡
山
県

E2

E75

E2
E2

至

山
口
県

東広島市役所
１

2

仁賀口交差点

仁保JCT
に ほ

Ｎ

（下三永～八本松）
R5.3.19開通 西条バイパス

一般国道2号

■ 速度低下状況

至 岡山県

至 山口県

【写真③】早稲木東交差点付近

【写真②】御薗宇付近(ランプ部)

至 岡山県

至 山口県

至 岡山県

【写真①】前谷ランプ付近

速度低下位置

位置図 凡例

■ 4車線化による所要時間短縮

出典：【現在】ETC2.0プローブデータ（R6.11月平日7時台）で計算
出典：【完成後】ETC2.0プローブデータ（R6.11月平日7時台）＋西条バイパス４車線化区間（V=60km/h）で計算

約86分

約78分

仁
保
Ｊ
Ｃ
Ｔ

仁
賀
口
交
差
点

約13分
短縮

完 成 後

約 4 8 分

現 在

約 6 １ 分

東広島バイパス

延長 17.3km 延長 約9.2km

広島南道路

（明神高架区間）

延長 2.9km

撮影日時：R7.8.1(金)7時台
至 山口県

撮影日時：R7.8.1(金)8時台

撮影日時：R7.8.1(金)17時台

２．整備効果：交通の円滑化
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東広島バイパス

延長 17.3km

広島港

至

岡
山
県

E2

延長 約9.2km

（下三永～八本松）

E75

E2

R5.3.19開通

E2

広島空港

至

山
口
県

西条バイパス
一般国道2号

Ｎ

広島市
中心部

渋滞等が発生する区間（山陽道）

広島南道路

（明神高架区間）

延長 2.9km

事故や通行止めにより
空港バスの運休が発生

仁賀口交差点

東広島市役所

仁保JCT
に ほ

みょうじん

１

2

至 山口県

至 岡山県

空港アクセス

山陽自動車道経由ルート

西条・東広島BP経由ルート

■ 広島空港へのアクセス

■ 広島空港アクセスの所要時間短縮

広
島
市
役
所

広
島
空
港

出典：【現在】ETC2.0プローブデータ（R6.11月平日7時台）で計算
出典：【完成後】ETC2.0プローブデータ（R6.11月平日7時台）＋西条バイパス４車線化区間（V=60km/h）で計算

【写真】西条バイパスの混雑状況

約13分
短縮

完 成 後

約 7 2 分

現 在

約 8 5 分

•山陽自動車道が通行止めとなった際には、国道２号が迂回路となり、西条バイパスに交通が集中し交通混雑が発生
しています。

•４車線化により交通混雑が解消することで、国道２号の機能強化が図られ、空港アクセス等東西軸において信頼性
の高い道路ネットワークの確保が期待されます。

撮影日時：R7.8.1(金)7時台

２．整備効果：リダンダンシー（代替路）の確保
う か い ろ
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東広島バイパス広島港

至

岡
山
県

E2

延長 9.2km

（下三永～八本松）
はちほんまつしもみなが

E75

E2

（仮称）
八本松SIC

東広島
市役所

R5.3.19開通

広島
市役所

E2

広島駅

至

山
口
県

西条バイパス
一般国道2号

Ｎ

寺家
産業団地

広島南道路
（明神高架区間）

延長 2.9km

自動車工場

延長 17.3km

じ け

１

凡 例

東広島市内産業団地

東広島市内 自動車製造関連企業

■ 自動車関連工場の位置と部品の出荷

•東広島市内では主要産業である自動車産業などの企業立地・増設が盛んな状況にあるが、主な輸送経路である国道
２号は交通混雑が発生しており、速達性向上などの物流の効率化が課題となっています。

•４車線化により速達性が向上し、広島市中心部・広島港のアクセスも含めた物流の効率化が見込まれ、地域の産
業・経済活動を支援することが期待されます。

トラックが渋滞に
まきこまれ

物流効率性が低下
至 岡山県

至 山口県

撮影日時：R7.8.1(金)7時台

【写真】西条バイパスの混雑状況

２．整備効果：物流の効率化
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２．構造概要：八本松西IC～八本松トンネル

至広島

至福山

八本松トンネル

八本松西IC

至八本松駅

Ａ

Ａ

平面図（八本松西IC～八本松トンネル）

(

市)

八
本
松
10
号
線

供用線

拡幅線

横断図
横断図Ａ※南側拡幅（切土）

拡幅線(今回計画箇所) 供用線(現道)

下り線
NO.306+460

上り線
NO.306+467.798

里道

車道 路肩路肩

八本松西IC OFFランプ
NO.0+10.003

車道 分離帯路肩

※今後の設計、協議により変更が生じる可能性があります。
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２．構造概要：八本松西IC～八本松トンネル

平面図（八本松西IC～八本松トンネル）

至 広島

至 福山

八本松トンネル

八本松西IC

至八本松駅

Ａ

Ａ

(

市)

八
本
松
10
号
線

供用線

拡幅線

供用線

拡幅線 供用線

現況モデル 計画モデル

Ａ－Ａ Ａ－Ａ

※今後の設計、協議により変更が生じる可能性があります。

至 広島

至 福山 至 福山

至 広島
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２．構造概要：東広島バイパス接続部

•本事業により西条バイパスが４車線化されるため、八本松西ＩＣ付近において暫定２車線で供用している東広島バイ
パスへ進入する際は車線減少が発生します。

•走行車線側を通行する車において、車線変更をすることなく東広島バイパスへの進入が可能とすることで、スムーズ
な走行かつ安全性を確保いたします。

至 広島 至 福山

至八本松駅

←東広島バイパス
西条バイパス→

追越車線

走行車線

追越車線

走行車線

広島方面行きについては、追越車線を減少し、
走行車線側から東広島バイパスに接続します

追越車線の減少区間

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｃ－ＣＢ－Ｂ

※今後の設計、協議により変更が生じる可能性があります。

至 広島

至 福山

至 広島

至 福山

八本松西IC

東広島バイパス
オフランプ

東広島バイパス
オンランプ
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２．構造概要：里道の機能確保

至 広島
至 福山

八本松トンネル

八本松西IC

至八本松駅

(

市)

八
本
松
10
号
線 画角②

画角①

画角②画角①

W=2.5m程度
（現況幅員）

転落防止柵
W=2.0m程度

（現況幅員）

転落防止柵

跨道橋①跨道橋②

•切土部箇所における里道においては、現況の機能を確保しつつ、新たに転落防止柵を設置し、歩行者への安全性
を確保する構造とします。

里道

跨道橋①

跨道橋②

里道→

里道→

至 広島

至 福山

至 広島

至 福山
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上り線
NO.305+770.952

下り線
NO.305+767

車道路肩 路肩

２．構造概要：八本松トンネル～八本松高架橋付近

横断図Ｄ※南側拡幅

拡幅線(今回計画箇所) 供用線(現道)

車道路肩 路肩

平面図（八本松トンネル～八本松高架橋付近）

八本松トンネル

至広島

至福山
Ｄ

Ｄ
七ツ池七ツ池交差点

八本松地域センター

供用線

拡幅線

横断図

※今後の設計、協議により変更が生じる可能性があります。
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２．構造概要：八本松トンネル～八本松高架橋付近

八本松高架橋八本松トンネル

至 広島

至 福山

平面図（八本松トンネル～八本松高架橋付近）

供用線

拡幅線

Ｄ

Ｄ 七ツ池

七ツ池交差点

八本松地域センター

供用線

拡幅線
供用線

現況モデル 計画モデル

Ｄ－Ｄ Ｄ－Ｄ

※今後の設計、協議により変更が生じる可能性があります。

至 広島

至 福山

至 広島

至 福山
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２．構造概要：八本松トンネル～八本松高架橋

八本松トンネル

Ｅ

Ｅ

平面図（八本松トンネル～八本松高架橋）

至 広島

至 福山

七ツ池

七ツ池交差点

八本松地域センター

供用線

拡幅線

横断図Ｅ

上り線
NO.305+582.08

2

下り線
NO.305+580.00

供用線(現道)

車道路肩 路肩 車道路肩 路肩

車道路肩歩道 路肩 車道路肩路肩 歩道

拡幅線(今回計画箇所)供用線(現道)

OFFランプ
NO.5+04.723

ONランプ
NO.5+04.723

横断図

※今後の設計、協議により変更が生じる可能性があります。
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２．構造概要：八本松トンネル～八本松高架橋

平面図（八本松トンネル～八本松高架橋）

八本松高架橋八本松トンネル

至 広島

至 福山

供用線

拡幅線
七ツ池

七ツ池交差点

八本松地域センター

Ｅ

Ｅ

拡幅線 供用線

現況モデル 計画モデル

Ｅ－Ｅ Ｅ－Ｅ

供用線

※今後の設計、協議により変更が生じる可能性があります。

七ツ池七ツ池

至 広島 至 広島

至 福山至 福山
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２．構造概要：八本松高架橋～道の駅西条のん太の酒蔵

平面図（八本松高架橋～道の駅西条のん太の酒蔵）

八本松高架橋

Ｆ

Ｆ

至広島

至福山

供用線

拡幅線

道の駅
西条のん太の酒蔵

(

市)

寺
家
西
85
号
線

車道 分離帯 車道 路肩路肩

拡幅線(今回計画箇所) 供用線(現道)

横断図Ｆ ※南側拡幅

NO.304+960
ONランプ

NO.5+04.723

車道路肩 路肩

横断図

※今後の設計、協議により変更が生じる可能性があります。
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２．構造概要：八本松高架橋～道の駅西条のん太の酒蔵

平面図（八本松高架橋～道の駅西条のん太の酒蔵）

八本松高架橋

Ｆ

Ｆ

至広島

至福山

供用線

拡幅線

道の駅
西条のん太の酒蔵

供用線 拡幅線 供用線

現況モデル 計画モデル

Ｆ－Ｆ Ｆ－Ｆ

至 広島 至 広島

至 福山 至 福山
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３. 環境の変化
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図 幹線交通を担う道路に面する地域の評価対象
道路における評価範囲等の概念図

幹線交通を担う道路：高速自動車国道、一般
国道、都道府県道、4車線以上の市町村道

•騒音の基準としては、環境基本法第１６条第１項の規定に基づき定められている
「騒音に係る環境基準について（平成１０年９月３０日 環告６４）」があります。
•同基準に示される基準値は下表のとおりです。

地域の区分
基準値

昼 間 夜 間

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60dB以下 55dB以下

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

65dB以下 60dB以下

表-1 環境基本法に基づく騒音に係る環境基準（道路に面する地域）

注1）Ａをあてはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
Ｂをあてはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
Ｃをあてはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

注2）時間区分 昼間 6:00～22:00 夜間 22:00～6:00

基準値

昼 間 夜 間

70dB以下 65dB以下

表-2 騒音に係る環境基準
（幹線交通を担う道路に近接する空間）

注1）時間区分 昼間 6:00～22:00 夜間 22:00～6:00

ただし、幹線交通を担う道路に近接する空間につ
いては、左表に関わらず、特例として下表-2に示
す基準値とする。

＜環境基準抜粋＞

沿道の用途地域 類型指定

近隣商業地域
商業地域

準工業地域 Ｃ類型

工業地域

住居地域
Ｂ類型

準住居地域

住居専用地域 Ａ類型

環境基準

昼間/夜間
65/60 dB

昼間/夜間
65/60 dB

昼間/夜間
60/55 dB

昼間/夜間
70/65 dB

幹線交通に
近接する空間

道路に面する地域

道路端
※用途地域と環境基準の関係イメージ

近接空間

３.環境の変化 ①騒音

Ａ地域以外

Ａ地域
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64

59 61
56

45

50

55

60

65

70

75

2階 1階 2階 1階

昼間 夜間

64

59
61

56

45

50

55

60

65

70

75

2階 1階 2階 1階

昼間 夜間

56
52

53 49

45

50

55

60

65

70

75

2階 1階 2階 1階

昼間 夜間

56

52 53
49

45

50

55

60

65

70

75

2階 1階 2階 1階

昼間 夜間
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57 57 54

45

50

55

60

65

70

75

2階 1階 2階 1階

昼間 夜間

60
57 57

54

45

50

55

60

65

70

75

2階 1階 2階 1階

昼間 夜間

62 61
59 58

45

50

55

60

65

70

75

2階 1階 2階 1階

昼間 夜間

62 61
59 58

45

50

55

60

65

70

75

2階 1階 2階 1階

昼間 夜間

55
53

52 50

45

50

55

60

65

70

75

2階 1階 2階 1階

昼間 夜間

55 53 52 50

45

50

55

60

65

70

75

2階 1階 2階 1階

昼間 夜間

55
53 52

50
45

50

55

60

65

70

75

2階 1階 2階 1階

昼間 夜間

56
53 53

50
45

50

55

60

65

70

75

2階 1階 2階 1階

昼間 夜間

（１）予測の結果

•西条バイパス周辺の代表箇所８地点について、環境基準の異なるエリア毎に騒音予測を行いました。
•環境保全措置（遮音壁、排水性舗装）を実施することで、環境基準を下回ります。

八本松西
インター

八本松
トンネル

1：既設遮音壁 ：新設遮音壁 ：近接空間と背後地の境界（道路から20m）

昼間 夜間

70dB 65dB

A類型以外 65dB 60dB

A類型 60dB 55dB

騒音環境基準
地域の区分凡例

近接空間

背後地1

2

＜代表箇所①＞（dB） ＜代表箇所②＞ ＜代表箇所③＞

背後地近接空間

3

（dB）（dB）

背後地

：環境基準値

近接空間 近接空間 背後地

３.環境の変化 ①騒音
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66 65

60
58

45

50

55

60

65

70

75

2階 1階 2階 1階

昼間 夜間

63

58 60

55

45

50
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昼間 夜間

63

58
60
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45

50
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昼間 夜間

58 55
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57 54
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2階 1階 2階 1階

昼間 夜間
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62 59

55 53
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55

60

65

70

75

2階 1階 2階 1階

昼間 夜間

62
59

55
53
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50

55
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65

70
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2階 1階 2階 1階

昼間 夜間

64 60

57 54

45

50

55
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65
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64
60

57
54

45

50

55

60

65

70

75

2階 1階 2階 1階
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（１）予測の結果

•西条バイパス周辺の代表箇所８地点について、環境基準の異なるエリア毎に騒音予測を行いました。
•環境保全措置（遮音壁、排水性舗装）を実施することで、環境基準を下回ります。

八本松
トンネル

昼間 夜間

70dB 65dB

A類型以外 65dB 60dB

A類型 60dB 55dB

騒音環境基準
地域の区分凡例

近接空間

背後地

4

5

6

＜代表箇所④＞（dB） ＜代表箇所⑤＞（dB）

：環境基準値

近接空間 近接空間 背後地背後地

＜代表箇所⑥＞

近接空間

（dB）

1：既設遮音壁 ：新設遮音壁 ：近接空間と背後地の境界（道路から20m）

背後地背後地

３.環境の変化 ①騒音

八本松
高架橋
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（１）予測の結果

•西条バイパス周辺の代表箇所８地点について、環境基準の異なるエリア毎に騒音予測を行いました。
•環境保全措置（遮音壁、排水性舗装）を実施することで、環境基準を下回ります。

道の駅 昼間 夜間

70dB 65dB

A類型以外 65dB 60dB

A類型 60dB 55dB

騒音環境基準
地域の区分凡例

近接空間

背後地

1：既設遮音壁 ：新設遮音壁 ：近接空間と背後地の境界（道路から20m）

8

7

＜代表箇所⑧＞

背後地近接空間

（dB）

：環境基準値

背後地

３.環境の変化 ①騒音
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＜代表箇所⑦＞（dB）

背後地近接空間 背後地
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•振動の規制値としては、振動規制法第１条及び第３条の規定に基づき定められている振動規制法施行
規則の要請限度があります。

•同規則に示される限度は下表のとおりです。

地域の区分
要請限度

昼 間 夜 間

第一種区域 65dB以下 60dB以下

第二種区域 70dB以下 65dB以下

表-3 振動規制法に基づく要請限度（道路交通振動）

注1）第一種区域 良好な居住の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び居住の用に供されているため、

静穏の保持を必要とする区域

第二種区域 居住の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全

するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、

その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域

注2）時間区分 昼間 7:00～19:00 夜間 19:00～7:00

※振動予測の考え方

①【振動基準点：位置は道路構造により決定】
交通量や車速に応じて振動基準点での振動レベルが決まる。

②【距離による振動レベルの減衰】
振動基準点から離れると振動レベルが減衰する。

家屋家屋

振 動
小大

３.環境の変化 ②振動
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42 41
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昼間 夜間 昼間 夜間

42 41
38 37
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45

50

55

60

65

70

昼間 夜間 昼間 夜間

① ②

（１）予測の結果

•西条バイパス周辺の代表箇所２地点（官民境界）で振動予測を行いました。
•予測の結果、振動規制法の要請限度を下回ります。

八本松西
インター

（dB）

1

2

道の駅

：要請限度値

1 2

３.環境の変化 ②振動
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•整備後において、自動車の走行に伴い大気質への影響の可能性がある物質として、「二酸化窒素（Ｎ
Ｏ2）」「浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）」が挙げられることから、これらについて予測を行いました。

•これら２項目は「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価
を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定
める省令（Ｈ１０建設省令第十号）」にて予測項目として定められているものです。

３.環境の変化 ③大気質

項目 環境基準

二酸化窒素（NO2)
１時間値の１日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又は
それ以下であること。

浮遊粒子状物質（SPM）
１時間値の１日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、１時間値が
0.20mg/m3以下であること。

表-4 環境基本法の規定による「二酸化窒素（NO2）・浮遊粒子状物質（SPM）」に係る環境基準

注1） 二酸化窒素(NO2）は日平均値の年間98％値で算出（環境基準の長期的評価）

注2） 浮遊粒子状物質(SPM）は日平均値の年間2％除外値で算出（環境基準の長期的評価）

予測対象物質

二酸化窒素（ＮＯ２）

燃料に含まれる窒素化合物等が
高温で燃える際に発生する物質
です。飛行機や自動車、家庭の
コンロやストーブなどが発生源
となります。

浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）

粒径10㎛（0.01mm）以下の粒子
であり、大気中に浮遊した状態
で存在する物質です。自動車の
排気ガス、自然由来のもの（火
山、森林火災等）があります。

排気ガス 排気ガス

予測の考え方

風によって拡散された大気汚染物質が到達 様々な方向から吹く風

自動車の走行による大気汚染物質の排出

道路から発生した大気汚染物質について、各地域に存在して
いる大気質汚染物質濃度＋各予測地点まで風によって拡散し
ながら運ばれた際の濃度を計算することにより行います。
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３.環境の変化 ③大気質

（１）予測の結果

•西条バイパス周辺の代表箇所２地点（官民境界）で大気質の予測を行いました。
•予測の結果、二酸化窒素（NO2）、浮遊粒子状物質（SPM）ともに環境基準を下回ります。

42 41
38 37
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昼間 夜間 昼間 夜間

① ②

八本松西
インター

1

2

道の駅

1 2

二酸化窒素（NO2）の予測値
（ppm）

環境基準：0.10

1 2

（mg/m3）
環境基準：0.04～0.06の範囲内、またはそれ以下

浮遊粒子状物質（SPM）の予測値
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４. 問い合わせについて
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１．電話
○ 国土交通省 中国地方整備局広島国道事務所 調査設計課

担 当：中山（なかやま）・松本（まつもと）

電話番号：０８２－２８１－４１３６

○ 東広島市役所 都市交通部 都市計画課

担 当：増本（ますもと）・平田（ひらた）

電話番号：０８２－４２０－０９５４

２．WEB
①「広島国道事務所」で検索 ②検索結果より、以下をクリック

③ホームページの右上の「お問合せ（メールでのお問い合わ
せ）」をクリック

④「ご意見・ご質問等」にお問合せ内容を記入し、「送信する」を
クリック

広島国道事務所 □検索

２．クリック

１．お問合せ内容を記入

お手数ですが、以下のとおり記載して
いただけると幸いです。

＜西条バイパス（下三永～八本松）＞
●●●、■■■■～

４．お問い合わせについて

クリック


